
亀山市告示第５５号 

亀山市建設工事等に係る資格（指名）停止措置要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和６年３月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市建設工事等に係る資格（指名）停止措置要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市建設工事等に係る資格（指名）停止措置要綱（平成１７年亀山市告示第６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

改正後 改正前 

（災害時等の相手方の決定の特例） 

第１１条 市発注工事を随意契約により

施工しようとする場合において、当該

随意契約による理由が次の各号のいず

れかに該当するときは、前条の規定に

かかわらず、資格(指名)停止の期間中

の有資格業者と工事請負契約を締結す

ることができる。 

（災害時等の相手方の決定の特例） 

第１１条 市発注工事を随意契約により

施工しようとする場合において、当該

随意契約による理由が次の各号のいず

れかに該当するときは、前条の規定に

かかわらず、資格(指名)停止の期間中

の有資格業者と工事請負契約を締結す

ることができる。 

（１）災害時の応急工事で、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第５号又は地

方公営企業法施行令（昭和２７年政

（１）災害時の応急工事で、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第５号又は地

方公営企業法施行令（昭和２７年政



令第４０３号）第２１条の１３第１

項第５号に該当し、他の業者に施工

させ難いと認められるとき。 

（２）随意契約により施工しようとする

理由が、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第２号、第６号若しく

は第７号又は地方公営企業法施行令

第２１条の１３第１項第２号、第６

号若しくは第７号に該当し、他の業

者に施工させ難いと認められると

き。ただし、このときは、あらかじ

め審査会の意見を付して市長の承認

を受けなければならない。 

令第４０３号）第２１条の１４第１

項第５号に該当し、他の業者に施工

させ難いと認められるとき。 

（２）随意契約により施工しようとする

理由が、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第２号、第６号若しく

は第７号又は地方公営企業法施行令

第２１条の１４第１項第２号、第６

号若しくは第７号に該当し、他の業

者に施工させ難いと認められると

き。ただし、このときは、あらかじ

め審査会の意見を付して市長の承認

を受けなければならない。 

別表第１（第３条、第６条、第７条関係）

  事故等による措置基準  

［略］ 

備考 

 １ 一般工事における過失による粗

雑工事の契約不適合の重大性の判

断基準（第３号） 

一般工事における過失による粗

雑工事について、契約不適合が重

大であると認められるのは、原則

として、建設業法に基づく監督処

分がなされた場合とする。 

 

 ［２～４ 略］ 

別表第１（第３条、第６条、第７条関係）

  市内で生じた事故等による措置基準 

［略］ 

 備考 

１ 一般工事における過失による粗

雑工事の契約不適合の重大性の判

断基準（第３号） 

一般工事における過失による粗

雑工事について、契約不適合が重

大であると認められるのは、原則

として、建設業法（昭和２４年法

律第１００号）に基づく監督処分

がなされた場合とする。 

  ［２～４ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 



この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 


